
札幌市公共測量仕様書　新旧対照表（案）

（新）令和８年３月版 （旧）令和７年１０月版 備考

札幌市公共測量仕様書の改訂について

令和８年３月単価適用の委託業務から適用

札幌市公共測量仕様書の改訂について

令和７年１０月単価適用の委託業務から適用 （日付変更）
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札幌市公共測量仕様書　新旧対照表（案）

（新）令和８年３月版 （旧）令和７年１０月版 備考

第Ⅰ章　総則

Ⅰ- 1　適用

　1. ～ 3.　（省略）

4.　受託者は、仕様書の適用に当っては、「札幌市工事施行規程」（以下「施行規程」とい

う。）、「札幌市小額工事の施行及び契約事務の適正化に関する規程」、札幌市測量業務検

査 基 準 、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   札 幌 市 測 量 業 務 検 査 実 施 要 領 　 

に従った連絡指導・検査体制のもとで、履行体制を順守しなければならない。

Ⅰ- 2　用語の定義

仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

　1. ～ 3.　（省略）

4. 「検査員」とは、測量業務の完了検査等に当たって、　　　　　施行規程第25条に基づき検査を行う者を

いう。

　5. ～ 7.　（省略）

8. 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき諸

基準を含む。）を総称していう。

9. 「共通仕様書」とは、各測量業務に共通する技術上の指示事項を定める図書をいう。

10.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該測量業務の実施に関する明細又は特別な事

項を定める図書をいう。

11. ～ 36.　（省略）

Ⅰ- 3 ～ Ⅰ-11　（省略）

Ⅰ-12　測量業務計画書

　1. 　（省略）

2.　測量業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

　　なお、Ⅰ-35 現場管理と安全の確保、Ⅰ-38 個人情報の取扱い、Ⅰ-39 行政情報流出防止対策の強化及び

Ⅰ-41 特定外来生物（植物）についてに関する事項についても記載しなければならない。

 (1) ～ (12)　（省略）

第Ⅰ章　総則

Ⅰ- 1　適用

　1. ～ 3.　（省略）

4.　受託者は、仕様書の適用に当っては、「札幌市工事施行規程」（以下「施行規程」とい

う。）、「札幌市少額  工事の施行及び契約事務の適正化に関する規程」、札幌市測量業務検

査基準（以下「検査基準」という。）  札幌市測量業務検査実施要領（以下「検査実施要領」

という。）  に従った連絡指導・検査体制のもとで、履行体制を順守しなければならない。

Ⅰ- 2　用語の定義

仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。

　1. ～ 3.　（省略）

4. 「検査員」とは、測量業務の完了検査等に当たって、札幌市工事施行規程第25条に基づき検査を行う者を

いう。

　5. ～ 7.　（省略）

8. 「仕様書」とは、　　  仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき諸

基準を含む。）を総称していう。

9. 「　　  仕様書」とは、各測量業務に共通する技術上の指示事項を定める図書をいう。

10.「特記仕様書」とは、　　  仕様書を補足し、当該測量業務の実施に関する明細又は特別な事

項を定める図書をいう。

11. ～ 36.　（省略）

Ⅰ- 3 ～ Ⅰ-11　（省略）

Ⅰ-12　測量業務計画書

　1. 　（省略）

2.　測量業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

　　なお、Ⅰ-35 現場管理と安全の確保、Ⅰ-38 個人情報の取扱い、Ⅰ-39 行政情報流出防止対策の強化及び

Ⅰ  -40   特定外来生物（植物）についてに関する事項についても記載しなければならない。

 (1) ～ (12)　（省略）

（文言修正）

（文言修正）

（文言削除）

（文言修正）

（文言修正）

（文言修正）

（文言修正）
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札幌市公共測量仕様書　新旧対照表（案）

（新）令和８年３月版 （旧）令和７年１０月版 備考

 (13)成果物の内容及び部数　　      .  

 (14) ～ (16)　（省略）

　3. ～ 12. 　（省略）

Ⅰ-13 ～ Ⅰ-16　（省略）

Ⅰ-17　土地への立入り等

　1. 　（省略）

2. 　受託者は、測量業務実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地若しくは工作物を一時

使用する場合は必要最小限とし、当該土地所有者及び占有者の承諾を得るものとする。

　なお、第三者の土地への立入りについては、当該土地占有者の許可を委託者が得るものとす

るが、担当職員の指示がある場合、受託者はこれに協力しなければならない。

　3. ～ 7. 　（省略）

Ⅰ-18　（省略）

Ⅰ-19　精度管理と品質管理

　1. 　（省略）

2 .　受託者は、測量業務における各工程の終了時又は適宜、精度管理の一環として 作業規程 

第 13 条第 4 項 に定める点検測量率に従い、点検測量を行わなければならない。

　3. ～ 6. 　（省略）

Ⅰ-20 ～ Ⅰ-41　（省略）

Ⅰ-42　法定外の労災保険の付保

　1. ～ 2.　（省略）

3. 　受託者は、契約委託期間を包含する保険期間による「法定外の労災保険」　　　　　　

を締結しなければならない。契約締結時において「法定外の労災保険」の契約を締結して

いない場合は外業開始前に締結すること。

 (13)成果物の内容及び部数又は

 (14) ～ (16)　（省略）

　3. ～ 12. 　（省略）

Ⅰ-13 ～ Ⅰ-16　（省略）

Ⅰ-17　土地への立入り等

　1. 　（省略）

2. 　受託者は、測量業務実施のため植物伐採、かき  、さく  等の除去又は土地若しくは工作物を

一時使用する場合は必要最小限とし、当該土地所有者及び占有者の承諾を得るものとする。

　なお、第三者の土地への立入りについては、当該土地占有者の許可を委託者が得るものとす

るが、担当職員の指示がある場合、受託者はこれに協力しなければならない。

　3. ～ 7. 　（省略）

Ⅰ-18　（省略）

Ⅰ-19　精度管理と品質管理

　1. 　（省略）

2. 　受託者は、測量業務における各工程の終了時又は適宜、精度管理の一環として 作業規程 

第 13 条第 3    項 に定める点検測量率に従い、点検測量を行わなければならない。

　3. ～ 6. 　（省略）

Ⅰ-20 ～ Ⅰ-41　（省略）

Ⅰ-42　法定外の労災保険の付保

　1. ～ 2.　（省略）

3. 　受託者は、契約委託期間を包含する保険期間による「法定外の労災保険」（以下、「法

定外の労災保険」）  を締結しなければならない。契約締結時において「法定外の労災保

険」の契約を締結していない場合は外業開始前に締結すること。

（文言削除）

（文言修正）

（文言修正）

（文言削除）
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札幌市公共測量仕様書　新旧対照表（案）

（新）令和８年３月版 （旧）令和７年１０月版 備考

4. ～ 6. 　（省略） 4. ～ 6. 　（省略）

第Ⅱ章 ～ 第Ⅳ章　（省略） 第Ⅱ章 ～ 第Ⅳ章　（省略）

第Ⅴ章 地形測量及び写真測量（三次元点群測量）

Ⅴ- 1 ～ Ⅴ- 2　（省略）

Ⅴ- 3　成果等の整理

この測量で作成する成果等は、作業規程 第 408 条・第 409 条、及び第 438 条・第 439 条に

基づいて整理することとし、次のとおりまとめるものとする。

また、その他の測量と合わせて成果をまとめる場合は、成果物の整合を図ること。

　1. ～ 3.　（省略）

4.　精度管理表又は品質評価表※

5.　メタデータ※

6.　XMLスキーマ※

7.　コードリスト※

8.　電子納品用ＣＤ－Ｒ（書類・図面・写真等の電子データ）

9.　その他の資料

　　※：設計図書又は担当職員の指示がある場合、又は JPGIS に準拠した場合の作成資料

第Ⅴ章 地形測量及び写真測量（三次元点群測量）

Ⅴ- 1 ～ Ⅴ- 2　（省略）

Ⅴ- 3　成果等の整理

この測量で作成する成果等は、作業規程 第 408 条・第 409 条、及び第 438 条・第 439 条に

基づいて整理することとし、次のとおりまとめるものとする。

また、その他の測量と合わせて成果をまとめる場合は、成果物の整合を図ること。

　1. ～ 3.　（省略）

6  .  　精度管理表又は品質評価表※

7  .  　メタデータ※

8  .  　XMLスキーマ※

9.　コードリスト※

10  .  　電子納品用ＣＤ－Ｒ（書類・図面・写真等の電子データ）

11  .  　その他の資料

　　※：設計図書又は担当職員の指示がある場合、又は JPGIS に準拠した場合の作成資料

（番号修正）

（番号修正）

（番号修正）

（番号修正）

（番号修正）

（番号修正）

第Ⅵ章 ～ 第Ⅶ章　（省略） 第Ⅵ章 ～ 第Ⅶ章　（省略）

第Ⅷ章 応用測量（用地測量）

Ⅷ- 1 ～ Ⅷ- 3　（省略）

Ⅷ- 4　成果等の整理

この測量で作成する成果等は、作業規程 第 707 条・第 708 条 に基づいて整理することと

し、次のとおりまとめるものとする。

また、その他の測量と合わせて成果をまとめる場合は、成果物の整合を図ること。

　1. ～ 34.　（省略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  .      

第Ⅷ章 応用測量（用地測量）

Ⅷ- 1 ～ Ⅷ- 3　（省略）

Ⅷ- 4　成果等の整理

この測量で作成する成果等は、作業規程 第 707 条・第 708 条 に基づいて整理することと

し、次のとおりまとめるものとする。

また、その他の測量と合わせて成果をまとめる場合は、成果物の整合を図ること。

　1. ～ 34.　（省略）

35.  　マイクロフィルム      1      式（境界確認一覧表、境界確認書類、折衝記録簿）      （文言削除）
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札幌市公共測量仕様書　新旧対照表（案）

（新）令和８年３月版 （旧）令和７年１０月版 備考

35.　電子納品用ＣＤ－Ｒ（書類・図面・写真等の電子データ）

36.　その他の資料（ファイル説明書等）

　　※：設計図書又は担当職員の指示がある場合、又は JPGIS に準拠した場合の作成資料

36  .  　電子納品用ＣＤ－Ｒ（書類・図面・写真等の電子データ）

37.　その他の資料（ファイル説明書等）

　　※：設計図書又は担当職員の指示がある場合、又は JPGIS に準拠した場合の作成資料

（番号修正）

（番号修正）

第Ⅸ章　（省略） 第Ⅸ章　（省略）

【付録】空間データ 製品仕様書

１ 　（省略）

２ 概　覧

⑴　～　⑵　（省略）

⑶　空間範囲

①　（省略）

②　範囲参照系：ＪＧＤ２０２４／ （Ｂ,Ｌ）　札幌市域内とする。

　経度　　東端 ➣ 141°30′20″　西端 140°59′26″

　緯度　　南端  ➣ 42°46′51″　北端  43°11′24″

⑷　～　⑹　（省略）

⑺　略語

①　～　③　（省略）

④　ＪＧＤ 2024：日本測地系 2024（Japanese Geodetic Datum 2024）＝　世界測地系

⑤　～　⑧　（省略）

３ ～ ５　（省略）

６ 参照系

⑴　空間参照系

①　測地系：世界測地系（JGD2024）

②　（省略）

⑵　（省略）

７ 　（省略）

【付録】空間データ 製品仕様書

１ 　（省略）

２ 概　覧

⑴　～　⑵　（省略）

⑶　空間範囲

①　（省略）

②　範囲参照系：ＪＧＤ２０１１／ （Ｂ,Ｌ）　札幌市域内とする。

　経度　　東端 ➣ 141°30′20″　西端 140°59′26″

　緯度　　南端  ➣ 42°46′51″　北端  43°11′24″

⑷　～　⑹　（省略）

⑺　略語

①　～　③　（省略）

④　ＪＧＤ 2000：日本測地系 2000（Japanese Geodetic Datum 2000）＝　世界測地系

⑤　～　⑧　（省略）

３ ～ ５　（省略）

６ 参照系

⑴　空間参照系

①　測地系：世界測地系（JGD2011）

②　（省略）

⑵　（省略）

７ 　（省略）

（文言修正）

（文言修正）

（文言修正）
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札幌市公共測量仕様書　新旧対照表（案）

（新）令和８年３月版 （旧）令和７年１０月版 備考

８ データ製品配布

⑴　書式名称及び符号化規則

作業規程及び国土交通省「測量成果電子納品要領」に準拠する。

なお、測量成果電子納品要領は、業務契約締結時の最新版を適用する。

国土交通省 「電子納品に関する要領・基準」

https://www.cals-ed.go.jp/cri_point/

⑵ ～ ⑶　（省略）

９ 　（省略）

８ データ製品配布

⑴　書式名称及び符号化規則

作業規程及び国土交通省「測量成果電子納品要領」に準拠する。

なお、測量成果電子納品要領は、業務契約締結時の最新版を適用する。

国土交通省 「測量成果電子納品要領      Web   サイト  」

https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/download/denshinouhin/index.htm  

⑵ ～ ⑶　（省略）

９ 　（省略）

（文言修正）

（文言修正）
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札幌市公共測量仕様書　新旧対照表（案）

（新）令和８年３月版 （旧）令和７年１０月版 備考

様式集 ～ 標準図集　（省略） 様式集 ～ 標準図集　（省略）
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